
 

 

 

令和５年 12 月２5 日 

 

第 12 回 

 

須崎市農業委員会総会 議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仰   

裁 

会  長 事務局長 次  長 主幹 係 

     



 

 

 

１．開会場所  須崎市総合保健福祉センター ２階 会議室２ 

 

 

２．開会日時  令和５年１２月２５日（月） 午後２時 

 

 

３．出席委員  （農業委員７名）   中西会長 谷岡会長職務代理者 

中村委員 鍋島委員 古谷委員 

堅田委員 谷脇（裕）委員 

 

        （推進委員７名）   高橋委員 三本委員 

森田委員 坂本委員 森光委員 

谷本委員 谷脇（督）委員 

                    

４．欠席委員  （農業委員１名）   宮田委員  

（推進委員１名）   山口委員  

 

 

５．出席職員  （事 務 局４名）  岡田局長 坂本次長 徳永主幹 大﨑係長 

 

 

６．議  事 議案第１号 非農地証明願について 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請の審議について 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請の審議について 

議案第４号 農用地利用集積計画について（諮問） 

議案第５号 農用地利用集積計画の一部取消しについて（諮問） 

 

７．報告事項  [１]  農地の時効取得について 
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開会宣言 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

意  見 

 

議事録署名  

 

 

 

議 長 

 

 

 

議案説明 

 

 

議 長 

 

 

意  見 

 

 

審  議 

 

 

 

採  決 

中西会長 

只今から、令和５年第１２回須崎市農業委員会総会を開催いたします。 

 

岡田局長 

本日は２番宮田委員から欠席の連絡をいただいています。 

 

中西会長 

寒い中お集まりいただきありがとうございます。本年最後の総会となります。よろしく

お願いします。 

それでは日程第１、議事録署名人の選任についてでございますが、私の方で指名してよ

ろしいですか。 

 

農業委員（異議なし）多数。 

 

中西会長 

それでは、本日の議事録署名人は１番 中村委員、４番 鍋島委員、よろしくお願いい

たします。 

 

中西会長 

 それでは日程第２、議事に入らせていただきます。議案第１号 非農地証明願について 

を議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

 

徳永主幹 

 【議案第１号 非農地証明願について 議案書をもとに朗読】 

 

中西会長 

 何かご意見、ご質問等ございますか。 

 

４番 鍋島委員 

 現地確認しました。駐車場として問題ありません。 

 

中西会長 

皆さんから他にご質問、ご意見はございませんか。問題がないようでしたら、許可する

事としてご異議ございませんでしょうか。 

 

農業委員（異議なし）多数。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議案説明 

 

 

 

補足説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中西会長 

特にご異議がないようでございますので、議案第１号 非農地証明願について は、証

明書を交付することに決定します。 

 

中西会長 

続きまして、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請の審議について を議題

といたします。事務局より説明をお願いします。 

 

徳永主幹 

 【議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請の審議について 議案書をもとに朗

読】 

 

坂本次長 

 補足説明をします。 

番号１について、叔母から姪への贈与です。経営面積はありませんが、一筆は現在も譲

受人が耕作しているそうです。大根、白菜、きゅうり等の野菜を作っており、保有してい

る農機具の能力、農作業に従事する家族の状況等からみて、農地のすべてを効率的に利用

できると思われます。譲受人は、個人であり、信託でもありません。農作業については、

譲受人と夫が年間２００日農作業に従事しています。今回の申請は、転貸でもありません。

取得後も野菜を栽培するとのことで、周辺の農地に影響はないと考えます。 

番号２について、親戚からの贈与です。経営面積はありませんが、現在も譲受人が耕作

しているそうです。水稲を作っており保有している農機具の能力、農作業に従事する家族

の状況等からみて、農地のすべてを効率的に利用できると思われます。譲受人は、個人で

あり、信託でもありません。農作業については、譲受人が年間２００日農作業に従事して

います。今回の申請は、転貸でもありません。取得後も水稲を栽培するとのことで、周辺

の農地に影響はないと考えます。 

番号３について、経営面積はありませんが、別世帯の父親の農地で茗荷の栽培をしてい

るそうです。保有している農機具の能力、農作業に従事する家族の状況等からみて、農地

のすべてを効率的に利用できると思われます。譲受人は、個人であり、信託でもありませ

ん。農作業については、譲受人と妻が年間３００日農作業に従事しています。今回の申請

は、転貸でもありません。取得後は玉ねぎを栽培するとのことで、周辺の農地に影響はな

いと考えます。 

以上、農地法第３条第２項各号に該当しているものはないため、許可要件のすべてを満

たしていると考えます。 
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議 長 

 

 

意  見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審  議 

 

 

 

採  決 

 

議 長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議案説明 

 

 

 

 

中西会長 

 何かご意見、ご質問等ございますか。 

 

６番 坂本委員 

 番号１ですが、譲受人に話を聞いてきました。元々市内の方が所有していたようですが、

相続により市外の方が所有しているという事で、自宅から遠い事や高齢になった事、農業

をする人がいないという事で、今回贈与したいとの事です。以前から管理はしていたよう

です。内一筆については、川の合流点であり、度々浸水するため畑として利用はできない

が、全面草刈りを行い管理していきたいとの事でした。問題はありません。 

 

１４番 森光委員 

 番号２について、三兄弟が分けて所有していた土地で、問題ありません。 

 

９番 森田委員 

 番号３について、譲受人と譲渡人は近所同士の方で、現状は道のようになっていますが、

譲受人が耕すそうです。問題はありません。 

 

中西会長 

皆さんから他にご質問、ご意見はございませんか。問題がないようでしたら、許可する

事としてご異議ございませんでしょうか。 

 

農業委員（異議なし）多数。 

 

中西会長 

それでは、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請の審議については、許可す

ることに決定いたします。 

 

中西会長 

続きまして、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請の審議について を議題

といたします。事務局より説明をお願いします。 

 

徳永主幹 

 【議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請の審議について 議案書をもとに朗

読】 
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補足説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

徳永主幹 

補足説明します。 

まず、農地の区分については、申請地は１０ha 以上の集団の広がりのある第１種農地

と判断されますが、農地法施行規則第３３条第４号に規定される集落に接続して設置され

るものに該当し、不許可の例外規定に当てはまると思われます。 

申請地目は田となっております。 

また、本申請地は、令和２年１０月２９日に農地嵩上げ承認願いを承認しており、承認

条件として、本農地を転用する場合は、３年以上農地として利用することとしており、条

件期間を過ぎたことから本転用申請は審議できるものであります。 

転用の目的は一般住宅建築で、申請地を選定した理由として、現在家族６人で生活中で

あり、子の成長に伴い暮らしが困難になり、仕事場所への通勤利便性が良い申請場所に新

築をすることとし、認めることができると判断されます。 

 また、権利の種類は、使用貸借権設定となっております。 

 資力及び信用については、土地造成費○○万円、建築費○○万円、合計○○万円を自己

資金および借入金により整備する計画であり、金融機関の残高証明および融資証明書の写

しも提出されていることから、資力には問題ないと判断しています。 

申請に係る用途に遅滞なく供することの確実性は、工期が許可日から令和６年１０月３

０日となっており、確実性には特に問題はないものと判断します。 

計画面積の妥当性について、転用面積４８９㎡は事業計画書、土地利用計画により必要

な面積と判断します。 

造成計画については、現状より土１０cm を切取りし転圧します。整地についてはコン

クリート打設により整地を行います。 

また排水計画については、家庭排水は埋設した排水管で合併浄化槽に流入させ、そこか

ら再び排水管を埋設し、県道の既設水路に流入させます。雨水については、浸透したもの

を西側の既設擁壁より水抜きさせ、県道の水路へ流入させます。雨樋からの雨水もパイプ

を通じ既設水路に流入させます。表流の庭の雨水は、傾斜により県道の既設水路に流入し

ます。占用許可については管理課である須崎土木事務所に確認しています。 

進入計画については、西側県道から、斜路に入り進入する計画です。 

なお、周辺農地への影響については、申請地の南側畑、県道を挟み西側田、北西側田に

それぞれ農地があり、所有者からの同意書も徴しており、また落下防止フェンスおよびコ

ンクリートブロック塀の仕切りなど被害防除計画も取られていることから問題ないもの

と判断します。 

 

中西会長 

 何かご意見、ご質問等ございますか。 
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意  見 

 

 

 

 

 

 

 

審  議 

 

 

 

 

採  決 

 

議  長 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議案説明 

 

 

補足説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

１番 中村委員 

 ４年ほど前に３条申請で購入された土地です。川に流れてきた土砂の残土を申請地に入

れていました。それから擁壁を設置し、周囲に土が流れないようにしており、問題ありま

せん。 

 

中西会長 

 他に何かご意見、ご質問等ございますか。 

 

中西会長 

 他に何かご意見はございませんか。特にご異議がなければ、問題ないということで、意

見書を付け、高知県知事に送付及び、高知県農業委員会ネットワーク機構に意見を求める

こととして構いませんか。 

 

農業委員（異議なし）多数。 

 

中西会長 

 特にご異議ないようなので、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請の審議に

ついて は、農地法第５条３項の規定により、高知県知事に送付及び、高知県農業委員会

ネットワーク機構に意見を求めることとします。 

 

中西会長 

続きまして、議案第４号 農用地利用集積計画について（諮問）の審議を議題といたし

ます。事務局より説明をお願いします。 

 

大﨑係長 

【整理番号Ｒ５－２９について別冊をもとに朗読】 

 

大﨑係長 

 利用権設定等の補足説明をします。 

 整理番号Ｒ５－２９について、借受人の主たる経営作物はきゅうりで、構成員は４人、

内２人が専従者となっております。 

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律、規則第５条の規定により、改正前の

農業経営基盤強化促進法第１８条第３号第１号では、農用地利用集積計画の内容が基本構

想に適合するものであることとなっており、農業による自立の意欲、能力が認められるな

ど、須崎市の基本構想の利用権の設定を受ける者の備えるべき要件を満たしており、適合

すると考えます。農用地のすべてを効率的に利用することの要件、農作業に常時従事する
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議  長 

 

 

審  議 

 

 

採  決 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議案説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

ことの要件につきましても、適合すると考えます。以上で、今回の申請について、農業経

営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の各要件を満たしていると考えます。 

 

中西会長 

 この件について、ご意見ご質問等ありますでしょうか。 

 

中西会長 

 何かございませんか。なければ、承認することに決定してよろしいでしょうか。 

 

農業委員（異議なし）多数。 

 

中西会長 

 ご異議ないようですので、議案第４号 農用地利用集積計画について（諮問）を承認す

ることに決定し、答申することとします。 

 

中西会長 

続きまして、議案第５号 農用地利用集積計画の一部取消しについて（諮問）の審議を

議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

 

大﨑係長 

 先月の第１１回須崎市農業委員会総会にて、農用地利用集積計画令和５年度第７号につ

いてご審議いただいた件です。農用地利用集積計画の公告後、整理番号Ｒ５－２２からＲ

５－２８の借受人である市内法人が、農地所有適格法人には該当しない事が判明したた

め、一部取り消しする事について諮問する物です。農地所有適格法人には法人形態、事業

内容、議決権、役員の要件があり、当該法人がすべての要件を満たすと考え、農地所有適

格法人からの申出書と考えておりました。当該法人には７人の役員がおり、全員が農業に

従事している事から、役員要件を満たすと解釈しておりましたが、ここでいう構成員が株

主である事が判明し、役員７人中株主が１人のため、役員の過半が農業に常時従事する構

成員である事という役員要件を満たしていませんでした。そのため、整理番号Ｒ５－２２

からＲ５－２８の利用権設定を取消し、一部取消し後の農用地利用集積計画令和５年度第

７号を別添案の通りとする事について諮問いたします。今後このような事が無いよう十分

留意すると共にお詫び申し上げます。 

 

中西会長 

 この件について、ご意見ご質問等ありますでしょうか。 
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審  議 

 

 

採  決 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

報告事項 

 

 

議  長 

 

 

そ の 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉会宣言 

中西会長 

 何かございませんか。なければ、承認することに決定してよろしいでしょうか。 

 

農業委員（異議なし）多数。 

 

中西会長 

 ご異議ないようですので、議案第５号 農用地利用集積計画の一部取消しについて（諮

問）を承認することに決定し、答申することとします。 

 

中西会長 

続きまして、報告事項について 事務局より説明をお願いします。 

 

徳永主幹 

 【報告事項[１]  農地の時効取得について 議案書をもとに朗読】 

 

中西会長 

 以上で今回予定されていた議案は終わりましたが、その他何かございませんか。 

 

岡田局長 

 来年の農業委員会委員改選について、１２月７日評価委員会を行い、全員適任と認めら

れましたので３月議会に提出させていただきます。 

 

坂本次長 

 源泉徴収票について 

 

徳永主幹 

 地域計画の意向調査について 

 

中西会長 

他に何かございませんか。ないようでしたら、以上で第１２回農業委員会総会を閉会い

たします。お疲れ様でございました。 

 

閉会 午後 ２時３５分 
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その真正なることを証して署名する。 

 

 

議   長 

 

 

１ 番 

 

 

４  番 

 

 

 


